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労災保険業務機械処理事務手引（年金・一時金業務）

の一部改正について

標記の労災保険業務に係る機械処理事務については、「労災保険業務機械処理

事務手引（年金・一時金業務）J （平成 23年 3月 31日付け基発 0331第3号）に

より取り扱ってきたところであるが、今般、労災行政情報管理システム（年金・

一時金）を改修したことに伴い、平成 27年 l月5日から同手引を別紙のとおり

一部改正することとしたので、今後の事務処理に遺漏なきを期されたい。

なお、当該システム改修に伴い変更した内容は、下記のとおりである。

記

「訂正帳票J(1懐票種別 39563）による短期給付キー情報に係る訂正処理は、

従来、訂正が可能な対象は支給決定済データに限られていたところ、今般の改

修により、不支給決定済データ及び基本権取消済データについても訂正可能と

する等機能の一部拡張を図った二とから、関係する記述部分を変更した。



労虫保障業萌機構処理事萌手引［年金・ 時金集積）改正置所一監表｛平成27年1月）

賀民 ’躯 項主 関係する世修業体 変更内容 該当ペヂジ｛
ペジ番号の繰り下げ

Il 機械処理事揖 2 支結決定処理 (3) 入力粟
＝キIl-2-7l

不取キ支消給済情デ決報定ー訂E済タデ機に係ー能タる及短ひ期と基拍本付橋
Il 機横処理事務 2 支給決定処理 (4) 外国払入力票

I 目次 ＝キII-2-112 目次1
Il 揖械処理事務 2 支給決定処理 （決韓処理）

＝キIl-2『 141
Il 機械処理事務 2 主結決定担理 (5) 支給決定決謹書

＝キIl-2-142

3 留意点 m
文言を以下のとおり変更した＠

〈宜主前〉

データベース (D/B) 削除事案での、あ（D管デる／場轄ーB合デタ）ベーはを、ータ復デでス活ーあさ（タるDせベ場／るー合Bこ）スはと復、の. 活処理

せにに（基再るIl－度デづ1ー壁1き節本記タ）ベ省をにー行よ（業スうり務こ、（課Dとデ．／）ーあBタ）てベ報が他告ス局し 恒I誼t措活桂節さ

2 Il 2 (2) 不取キ支消ー給済情決デ報ー訂定済Eタデ機に係ー能タる及塩び矧基結本付撞 II 2 68 

3以留下意の点留意n点を追加した．

品ヂ訴同J」伝事：~説習2主議鵬性；~局；r－首ヂ1五2五童哨5五話：：：世T宮町守持主話品主？川謀主よ営一り長随~醐~，~，一グ怒：~k＂誌ぷ竺珂控喜復
話（すウ）る．当世削除済データが檀話されたことを畳付検索等により確臨す

（エ｝当肱削除済データが檀活されたことを畳付検索等により確認す

3 Il 2 (2) 不支消1給済情決デ報定ー訂済データ及短び期基給本付権
取キ Eタ機に係能る

II-2-68～69 

するこのと．宝

再度 給快はい定てな行処い理政た裁にめ伴量、年い入金力システム上の支払額が発生するが、実際に
等は撞支払謹う必要 給処付理であれば年金、定特額別の年特金E、支労給出金就に学つ

費につ < n.-10節） lj 
戸ー晶・ー ・ー‘ 噛目』 占



労提保険業務機械処理事務手引（年金・ 時金業務〉改正箇所一監表（平成27年1月）

項 霊緯 節 項 関係する改修 変更内容 " 醸造ベータ〉〉

3 項留番意を点以n～u 
下のとおり変更した．

6 Il 2 (2) 不取支消給済決デ報訂定ー正済タ機デに悟能ータる及短期び基給付本権 く変更前〉
Il-2-69～70 

キー情
n,o,p,q,;,,,t,u  

く変更後〉
o,p,q,r,s,t,u,v  

1短文期言給付キ 情報り（5畳00）留意点 a
を以下のとお 更した，

7 Il 4 (l) 不取キ支ー消給済情決デ報訂定正済タ措デに保ー龍タる及短期ひ宮結本付撞
〈〈短変変期更更桔後前付〉〉キー

II-4-18 

4キ

1垣期給付キ 情とお報（500）し留た意．点＇ . ' 
文言を以下の り変更

8 Il 4 (l) 不取キ支消ー給情済決デ報訂定ー正済タ樺デに係揖ータる及短期び基結本付権
〈く職職変宮権宿更更にに後前よよ〉〉るる年金証書再空付の処理（Il3 198ベ ジ）

Il 4 18 

年金在香再交付の処理 (Il3節（l)38) 

1短文期言給を付キ 情報り（~~し留た意。点 f
以下のとお

i童~：~~館f長官誌常高~1TTJ101~：：.＇；一九一E長ること不支給済情快デ報訂定ー正済タ瞳デに係能ータ及短期び基桔付本権

名カナ 52lJ （短期

9 Il 4 (l) 取キ消 る 「賢絡者氏名カナ
Il '4～18 

ナを訂正する
(l)ー10によ場り合『資

l短期給付宙意キー点情を追報加(5CO）留意点 g
以下の した．

不支結済情決デ報定訂正済タ機デに係能ータ及短期び基結本付権 続鰐盤議若崩宮廷i誌i謹記~鶴W品居ゐ涜lO Il 4 (l) 取出 る Il-4-18 
キー

1垣期結付留意キ点ー情を報追加（5し.OQ）留意点 h
以下の た．

不取キ支消ー結情済決デ報ー訂定済正タ揖デに昂ー能タる及短び期結基本付権
h左済『記畳J訂状記で正睦済あ可jにる能対給な付す給「修るを付指正の「基済定状本Jし瞳権、たは場取「捕再合「主済出は結J力キ決で済守定jあン済セ、る』 、 の支「不給た支要め給、求決済定「畳J済付：済は、及び、ll 立 4 11) 。そ J、 Il-4司 18

「不 「取消
ルとなるため、 J留意Zするこ

と．

1垣期給付キ 情を報志向（田し0）留意保ェ
以下の留意提 た。

不支給済情決デ定済データ及短び期基給本付権

捕賠時］閣1開鰐閉掛湖か耕i；許鎚諾i 12 Il (l) 取市 ータに係る Il-4-18 
キ 報訂正融能



労担保険業務機械処理事璃手引（年金・ 時金業務）改正箇所一覧表（平成27年1月）

：意 唖 項 関係する改修案件と 変更内容
按塁＇＂＇＂＇＇＇

l以地下の理説明文のを説追加明した。』

13 Il ll 不取キ支消ー給務情決デ報ー訂定済正タ機デにー係能タる及短期び基給本付権
在のが行年年すでう金、金るこ場本のL一合処支理払時、金デ層に歴のーて呈基がタ付ベ本削処権ー除理復スさ復活れ時活てにを行処、い入理るう場力をこ合促とし．たすは4警ま、キ本告たー処．メが植理y既セ民にに者ーて退情支ジ避払が報デ履出はー存歴力タ在彊さ上れす活にをるる存

II-11-4 

メッセ ジ 覧ー［業ジ務を警追加告メたッ。セ ジI
以下のメァセ し

取不キ消ー支済情給報決デー訂定正済タ融デに係櫨ータ及び基本権 くメァセージID>
14 VII る短期給付 岡仁OC22! VII 7 

〈メ yセージ文字［警列告〉
（叩＿00221) l削除済データ有受付取消の上データベース復活が必要です

メ以ッセ下 ジ 覧 I業ジ務をエ削ラ メッセ ジ］
のメッセー 除した。

不取キ支消ー給情務決デ報ー訂定済正タデ機にー係能タる及壇期び基給付本権

〈メ yセージID>

VII 
EN oogc6 

¥] 32 15 〈メ yセ－y文字戸'1>

デ求（印タ＿oベagn6ス）削て》除くカ事ださ案されのいた場．4合キー、デとIーa復タすペーる4スキ復ー活が処逃理避にデよーりタ基上本に纏存の在復し活ま後すに，訪

処理を行っ


